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【令和５年度広野台第二自治会 会長選出について】 

 

令和４年 11 月 

広野台第二自治会  

令和４年度会長 清原良昭 

 
令和３年度広野台第二自治会総会において会長の選出方法が下記のように改

正されました。 

 

第 13 条〔役員の選出〕 

  １．会長の選出 

会長は自治会員 15名の推薦または自薦者の中から自治会員の選挙により選出する 

  ２．三役の選出 

三役(副会長・会長補佐・会計)は、選挙により選出された会長が２ヶ月以内に三役 

を選出し、会員に報告し承認を得る 

３．班長の選出 

２年目の副班長を班長とする 

４．副班長の選出 

副班長は各班の班員の中から原則輪番制で１名選出する 

 

会長を含む令和５度役員の承認は令和５年３月の総会で承認されることにな

りますが、今まで通り総会資料作成（３月初旬）のため会長候補を事前に推薦

選出する必要があります。 

第 13 条２により、会長が三役を選出するためには２ヶ月が必要であることか

ら会長候補者を 12 月末迄に選出する事が必要となります。 

 

会長選出に当たり、選挙管理委員には、役員会で１班の川島 幸一様（平成 30

年度自治会長）にお願いいたしました。 

会員の皆様におかれましては、自薦・推薦者を、１２月１１日（日）までに選

挙管理委員の川島様まで提出頂くようお願い申し上げます。 

尚、複数の候補者が出た場合は、１２月中に選挙を行わせていただきます。 

 

以 上 

重要なお知らせ   


